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研究成果の概要： 
 わが国では、弁護士などを含む法制度についての知識は人々の間で共有されておらず、問題

を抱えた人は、明確な知識のないままに、手近にある自治体相談などに相談している。問題当

事者は問題の「解決」のために相談機関に出向くが、わが国の相談機関は細かく分化していて、

包括的な援助をする機関が存在しない。このため、問題当事者のニーズは十分に満たされてい

ない。包括的な「解決」のためのサービスは弁護士が提供しているが、人々は費用に不安を持

ち、弁護士への距離感も感じている。弁護士へのコネがない場合、比較的多額の金額が問題に

なっていなければ弁護士が扱う事件にはならないのが普通である。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
２００５年度 5,200,000 1,560,000 6,760,000 

２００６年度 15,600,000 4,680,000 20,280,000 

２００７年度 3,400,000 1,020,000 4,420,000 

２００８年度 4,800,000 1,440,000 6,240,000 

総 計 29,000,000 8,700,000 37,700,000 

 
 
研究分野：法社会学・民事法学 
科研費の分科・細目：法学・民事法学 
キーワード：民事法学、当事者ニーズ、民事紛争、裁判外紛争処理、法律相談 
 
１．研究開始当初の背景 
(1)本研究の申請時には、特定領域研究「法
化社会における紛争処理と民事司法」が 2年
目に入っており、問題経験とその後の問題処
理行動に焦点を合わせた紛争行動調査が実
施されるところであった。紛争行動調査の予
備調査を実施し、本調査の調査票を作成して
いくなかで、このような大規模な量的調査は、
わが国の国民の間における法律問題の経験
の分布や問題処理行動のパターンを大掴み
に理解するには適した調査であるが、それ以

上に踏み込んだデータを得ることは難しい
ことが明らかになった。また、誤りのない回
答を得るためには訪問面接法が最も信頼で
きる方法であるが、法律問題のなかにはプラ
イベートな性格の強い問題もあり、そうした
問題がこのような方法でどこまで把握でき
るかという不安もあった。 
(2)こうした理由から、量的データを得るこ
とを主眼とした特定領域研究の紛争行動調
査を補うために、掘り下げた質的データを得
ること、訪問面接法の限界を補う調査を行う
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こと、さらに法律相談などの機関が適切なサ
ービスを提供しているかどうかも検討する
ことを狙いとした調査研究の必要が強く感
じられた。 
(3)司法制度改革を企画・実施する手続に参
加したのは、紛争処理に関わるサービスを提
供する側の人々であり、こうしたサービスの
利用者である国民からの直接の声を聞く手
続は存在していなかった。司法制度の改善が
将来にもわたる課題であるとすれば、一般の
国民がどのようなニーズを抱えているか、そ
れに応えるような社会的仕組みができてい
るのかどうかを検討することは重要な研究
テーマであると考えられた。 
 
２．研究の目的 
(1)本研究では、法律に関わる問題を経験した
当事者が、具体的な状況のなかで、どのよう
な問題処理行動を選択し、それはなぜだった
のかについて、掘り下げた質的データを得る
ことによって、特定領域「法化社会における
紛争処理と民事司法」のなかで実施する紛争
行動調査から得られる量的データの解釈に
資するとともに、問題当事者がかかえる問題
の処理のために必要なニーズを、より明確に
把握することを第一の目的としている。 
(2)第二の目的は、問題当事者のこうしたニー
ズに適切に応えるようなサービスの提供が
関連諸機関によってなされているかどうか
を明らかにすることである。とりわけ法律相
談や法律に関わる状況を提供する機関が問
題当事者の必要とするサービスを提供して
いるかどうかを検討することが必要である
と考えられた。 
(3)第三の目的は、(1)とは異なる意味で、紛争
行動調査の予想される限界を補うことであ
る。サーベイは訪問面接法で実施することが
最も望ましいが、離婚や隣人との争いなどの
問題は回答されにくい。これらの問題をどう
把握するかを検討することも本研究の目的
であった。 
 
３．研究の方法 
(1)問題経験者から問題処理行動についての
掘り下げた質的データを得るために、特定領
域研究の紛争行動調査と連携し、その回答者
に対して、事後にさらに研究者からの面接調
査に協力してもらえるかどうかを尋ね、協力
意思のある回答者に面接を行うこととした。
面接調査においては、極めて異なる問題処理
行動のパターンを示す交通事故と家庭の問
題を主に選択して調査を実施した。 
(2)法律に関わる助言、情報提供機関には全国
でどのようなものがあるかを、弁護士会、自
治体、および民間の機関などを網羅する形で、
主にウェブ上のサイトをすべてリストアッ
プする方法で把握した。そのうえで、全国的

な調査を行うことができるかどうかの可能
性を検討した。この結果、日本弁護士連合会
の協力のもとに、全国の法律相談センターの
来訪者調査を実施した。このとき、同時に、
法律事務所来訪者の調査も実施した。これは
質問票による自己記入調査である。 
(3)上記の法律相談にきた来訪者のなかで、さ
らに面接に協力してもらえると回答した
人々に対して、面接調査を実施した。 
(4)問題経験が特定領域研究の紛争行動調査
で十分に把握できない可能性がある点を補
うために、インターネット調査を実施した。
インターネット調査は、回答者の代表性に問
題があるが、プライバシーが確保され、自由
回答も得やすいというメリットがあるため、
行うことにしたものである。 
 
４．研究成果 
(1)問題経験当事者からの聴き取りは、紛争に
なる可能性が最も低く、弁護士や裁判所利用
も少ない交通事故と、紛争になる可能性が極
めて高く、弁護士や裁判所利用も多い家族に
関わる問題（主に離婚と相続問題）を主な対
象として実施した。 
交通事故の事後処理において、わが国では

保険代理店が極めて大きな役割を果たして
いるが、聴き取りにおいてもそれが確認され
た。まず、保険会社が中立の第三者ではなく
利害関係者であるという認識をもっている
当事者が必ずしも多くはない。したがって、
保険会社の査定をそのまま受け入れるケー
スが多い。交通事故において紛争が発生しに
くい大きな理由は、保険会社が事後に比較的
迅速に介入し、事故の双方当事者が保険会社
の査定額を客観的なものとして受け入れる
場合が多いからであると考えられる。しかし、
保険会社の査定額や事故の相手方の行動に
不満を持つ当事者もいる。そのような場合、
当事者にとって弁護士は相談相手としてす
ぐに思い浮かぶ存在ではないようである。ま
ず、どこに行けば弁護士に相談できるかを知
らない人がいる。農村地域では、無料の法律
相談ができると村に人が来たので相談した
が、どのような組織が主体となっているか知
らないという人もいた。損害額がある程度以
上（百万円から二百万円以上）の場合には、
弁護士への依頼は可能性としては考慮され
ることがあるが、費用と考量のうえ依頼はや
めたということであった。交通事故当事者か
らの聴き取りで明らかになったのは、まず弁
護士の仕事や費用などが知られていないと
いうこと、および車の専門家であっても事故
後の紛争処理のために法律や弁護士をどう
使うかについての知識があるとは限らない、
ということである。 
 聴き取りで知りえた限りでは、相手方が謝
罪をしないというような不満がある場合で



あっても、交渉によって合意に至らないとい
うことはなかった。謝罪がないと交渉が円滑
にいかないということはあるとしても、賠償
金額がより大きな影響力を持っているよう
に見えた。 
 交通事故で紛争が起こりやすい要因が物
損事故と人身事故の双方の場合に見られた。
物損事故の場合、修理で済むような場合には
修繕費と代車費用の支払で満足することが
多いが、修繕できないほど破損がひどい場合
には、中古車としての金額しか査定で出てこ
ない。このような場合には、車を購入できな
いため、不満が残りやすい。また、人身事故
で負傷当事者が病院へ搬送されて現場にい
ないにもかかわらず、警察による現場検証が
行われ、調書が作成されるような場合、現場
にいない当事者はその検証内容に不満を持
つことがある。我々のサンプルには含まれて
いなかったが、死亡事故の場合にも同じ問題
があると考えられる。 
 家族の事件、特に離婚に関わる問題は、そ
の問題の複雑さがひとつの特徴であるよう
に思われる。離婚をするかどうかの問題が、
ドメスティック・ヴァイオレンスや失業、不
貞などの行為と関連しており、そこから生じ
る問題も離婚の可否だけでなく、子どもの養
育費、慰謝料、財産分与、親権など多岐にわ
たる。離婚問題当事者はしばしばどこに相談
してよいかわからず、すぐに弁護士事務所に
行く人は少ない。まず、自治体の相談窓口に
行く人が多いようである。しかし、このよう
な場合、当事者側の期待とサービス提供側の
態勢との間にはギャップがあるように思わ
れた。第一に、当事者が相談するときには、
問題を解決したいために相談する。したがっ
て、問題解決方法について相談するのである
が、当事者が最初に接触することの多い自治
体の相談窓口は法律相談を含め、主に、どこ
に相談に行けばよいかについて情報を提供
する役割を果たすにとどまっている（紛争行
動調査で自治体の法律相談の評価が低いひ
とつの理由はこの辺にありそうである。法テ
ラスの電話相談も主にこうした機能に限定
されている）。第二に、相談機関は細かな管
轄を持っているため、離婚に関わるすべての
情報が得られるわけではない。法律に関わる
相談、生活保護に関わる相談、メンタルな問
題にかかわる相談など多様であり、当事者は
複数の機関を訪れることを余儀なくされる
こともある。 
 以上のような聴き取り調査の結果から見
えてくるわが国の問題当事者のニーズをど
う充足するかの問題点は、何よりも、問題当
事者に対する問題解決のためのサービス提
供機関が十分に整備されていない、というこ
とであろう。多くの問題当事者にとって、弁
護士はすぐに相談相手として選択される存

在ではない。しかし、ほかに、問題類型に応
じてここに行けば問題解決のためのサービ
スが受けられるという機関はほとんど存在
しない。交通事故において保険会社が問題処
理に圧倒的な役割を果たしているのは、他に
効果的なサービスを提供する相談機関が身
近にほとんど存在しないという状況の裏返
しであると思われるのである。 
(2)法律相談調査の結果は、今日の日本社会
における弁護士利用が当事者によってどの
ように行われているかを端的に示すもので
あった。我々は、単位弁護士会が運営してい
る法律相談センターへの来訪者と法律事務
所への相談のための来訪者の双方を調査対
象とした。極めて興味深いことに、相談セン
ター来訪者が弁護士会の法律相談を知った
きっかけはインターネットが最も多く
（22％）、親族・友人の紹介はそれほど多く
なく(14％)、自治体の法律相談（14％）、他
の相談機関や専門家（12％）、電話帳（11％）
なども比較的高い割合を占めている。これに
対して、法律事務所来訪者がその事務所につ
いて知ったきっかけは、圧倒的に親族・友人
の紹介である（53％）。このように、弁護士
にコネのある人は法律事務所に行き、コネの
ない人が相談センターに行くという違いが
明確に表れている。しかし、どちらのグルー
プも、弁護士に対して同じような不安を感じ
ている。双方とも 40％前後の人々が来訪前に
ためらいを感じており、ためらいの理由は、
どちらのグループも、費用がわからない・相
談料が高額であるというお金にかかわる不
安と、弁護士が近づきにくい・話がむずかし
いのではないかという弁護士に対する距離
感であった。そうした不安にもかかわらず来
訪した理由は、相談センターの場合には、良
い助言を受けたいという理由（40％）と相談
料が分かっていたからという理由（22％）に
加え、他に弁護士や相談機関をしらない（そ
れぞれ 29％と 18％）というものであった。
これに対して、法律事務所に来訪した理由は、
家族・知人の紹介があったからが最も多く
（51％）、良い助言を受けたいという理由は 2
番目（32％）にとどまっている。弁護士に対
する距離感と費用についての不安感は、相談
センター来訪者の場合には必ずしも解消さ
れずに来訪しているのに対して、法律事務所
来訪者の場合には友人・知人からの紹介によ
ってそれがある程度解消されているのでな
いかと考えられる。こうした事情は、さらに
相談後の受任率にも影響を与えているよう
に思われる。すなわち、相談センター来訪者
の場合、相談の結果「自分でやってみる」が
一番多く（33％）、次に「まだ（どうするか）
決まっていない」が多い(21％)のに対して、
法律事務所来訪者の場合には、相談した弁護
士に事件を依頼する結果になると予想され



る回答が 84％にのぼっている。こうした受任
率の相違は、係争額とも関連している可能性
があるが、紹介者の存否が相当大きく影響し
ていると考えられる。 
③インターネット調査の結果は、インターネ
ットによる調査が、が面接調査員に対して直
接話しにくいような問題に関する回答を引
き出す効果のあることを示している。すなわ
ち、離婚や近隣とのトラブルなど、また、裁
判で訴えられたことなどが、訪問面接調査よ
りも高い割合で回答されている。また、20 歳
代の若年層を把握するにも有効な調査法で
ある。しかし、インターネット調査への回答
者には偏りもあり、全国の代表サンプルとは
言えないため、補充的に利用すべきであろう。 
④以上の調査から見えてきたことは、わが国
では裁判外の相談・助言などが自治体などの
行政機関を中心に広く提供されているが、そ
れは細分化されているだけでなく、当事者が
望む問題解決サービスではなく、レファレン
スのための情報提供がサービスの中心にな
っており、問題をかかえた当事者にとって必
ずしも有効なサービスを提供していないと
いうことである。同時に、弁護士の存在も、
多くの一般市民にとっては遠い存在であり、
弁護士費用と弁護士とのコミュニケーショ
ンに対する不安は広く見られる。そうした不
安があっても、弁護士に人的なコネがある人
は法律事務所に助言を求めに行くが、コネの
ない人は、他に相談に行くところがないとい
う切羽詰まった状況の下で、インターネット
や電話帳で料金が決まっていることを知っ
た法律相談センターに助言を求めに行く。し
かし、人々の間では、弁護士や法律相談機関
についての知識は広く共有されていないた
め、問題を抱えてどうして良いかわからない
という人も少なくないと考えられる。 
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